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第 1章 調査の概要                                 

 
1.1 調査業務の目的 

本事業は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）、同法施

行規則（以下「法施行規則」という。）及び同法施行細則（以下「法施行細則」という。）並

びに「静岡県産業廃棄物等の適正な処理に関する条例及び同条例施行規則（以下「条例施行

規則」という。）等の諸規定に基づき、産業廃棄物処理業者及び排出事業者から提出された平

成 28 年度実績の産業廃棄物の排出・処理状況に関する報告書を基に、排出・処理の状況を解

析し、産業廃棄物の実態を集計し、第 3 次静岡県循環型社会形成計画の進捗状況を把握する

ための基礎資料を作成することを目的とした。 
 

1.2 調査の内容 

1)調査の概略 
廃棄物処理法等の諸規定に基づき、産業廃棄物処理業者等より提出された実績報告書、処

理計画書、実施状況報告書及び処理状況報告書（以下「実績報告書等」という。）の記載内

容について、データ化したものを、集計・解析の上、集計業務報告書を作成することにより、

産業廃棄物等に係る排出量及び処理状況等を把握した。 
報告書 様式等 

法施行細則第 21 条に定める報告（産業廃棄物処理実績報告書） 細則様式第 24 号 

法施行細則第 22 条に定める報告（産業廃棄物・特別管理産業廃棄物運

搬実績報告書） 
細則様式第 25 号 

法第 12条第 9項に定める計画（多量排出事業者産業廃棄物処理計画書） 法施行規則様式第 2号の 8

法第 12 条第 10 項に定める報告（多量排出事業者産業廃棄物処理実施

状況報告書） 
法施行規則様式第 2号の 9

法第 12 条の 2 第 10 項に定める計画（多量排出事業者特別管理産業廃

棄物処理計画書） 
法施行規則様式第2号の13

法第 12 条の 2 第 11 項に定める報告（多量排出事業者特別管理産業廃

棄物処理計画実施状況報告書） 
法施行規則様式第2号の14

条例施行規則第 15 条第 2項第 1号に定める報告（産業廃棄物・特別管

理産業廃棄物収集運搬状況報告書） 
条例施行規則様式第 6号 

条例施行規則第 15 条第 2項第 2号に定める報告（産業廃棄物・特別管

理産業廃棄物処分状況報告書） 
条例施行規則様式第 7号 

 
2)県内の産業廃棄物発生量等の解析及び推計値の算出 
 1)の情報を基に産業廃棄物の排出量や処理量等の算出を行った。 
 
3)環境省が実施する調査に係る各種調査票の作成 
 環境省で実施する産業廃棄物の広域移動量調査、産業廃棄物行政組織等調査、産業廃棄物
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排出・処理状況調査に係る調査票を作成した。 
4) 「静岡県産業廃棄物排出・処理管理システム」の作成 

1)のデータを基に、各種の分析等がシステム上で行えるよう分析ツール(静岡県産業廃棄物

排出・処理管理システム)の作成を行った。 
 

1.3 各種報告書のデータ整備及び産業廃棄物の排出・処理状況の整理 

 
1)産業廃棄物処理業者の報告書の整備 
(1)物流情報の整理 

平成 28 年度実績として産業廃棄物処理業者の実績報告書の情報は、廃棄物の種類、量、

委託者（排出事業者）及び所在地、処分業者名及び処分方法、処分先所在地等の整備を行い、

更に、排出事業者及び所在地と処分業者及び所在地の関係から、表 1.1 に示す物流コードに

基づき整理した。 
 なお、委託者の排出事業者と業者（中間処理残さ物を委託）の識別は、「委託者の名称と

所在地」と「県内の中間処理業者と処理施設所在地」のマッチングを行った。 
 

表 1.1 物流フローの整理内容 

 
物流コード(委託者) 備考 情 報 ソ

ース 

流 れ 処分 

区分 排  出

事業者

処  分

業 者

自社  

県内→県内 中間 A ア サ 

県内→県内 最終 B イ シ 

県外→県内 中間 C ウ  

処分業

の報告 

県外→県内 最終 D エ  

 

 

 

県内→県外 中間 E カ  

県内→県外 最終 F キ  

 

県内→県内 中間 Q R  Ａ、アとの重複情報のため報告の徴収なし 

県内→県内 最終 S T  Ｂ、イとの重複情報のため報告の徴収なし 

県外→県内 中間 U V  Ｃ、ウとの重複情報のため報告の徴収なし 

収集運

搬業の

報告 

 

 

県外→県内 最終 W X  Ｄ、エとの重複情報のため報告の徴収なし 
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備考：処分業の報告と収集運搬業の報告における情報の重複の解説図 

 

 

 

 

 

 

 

(2)排出事業者の産業分類（業種）の整備 
(1)の物流情報で整理した事業者（産業廃棄物排出事業者）及び自社分については、既存の

各種事業所名簿等を用いて、業種コードを整理した。 
 
2)事業者の報告書の整備 

平成 28 年度の実績として、多量排出事業者からの実績報告の情報は、事業者の業種、廃棄

物の種類、量等の整備を行った。 
また、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ及び動物のふん尿については、廃棄物処

理法で、産業廃棄物となる業種が指定されている。このため、指定された業種以外の事業所

から発生した紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ及び動物のふん尿については、事業

系一般廃棄物として除外した。 
 

3)産業廃棄物の排出・処理量の推計 
 産業廃棄物の発生及び処理は、排出事業者から発生し、自社処理と委託処理で構成される。 
 ①委託処理 
  産業廃棄物処理業者の受託処理実績から把握した。 
 ②自社処理 
  自社で完結（委託に回らない）する処理は、売却又は自社利用、自社での脱水、焼却処

理等による減量、自社埋立である。これらの処理を有する事業者の大部分（量的カバー）

は、産業廃棄物の多量排出事業者であると仮定し、多量排出事業者からの報告データで

把握した。 
  なお、①及び②の情報から把握できない要因を整理し、捕捉調査を実施した。 
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図 1.1 産業廃棄物の排出・処理量の推計方法の概略 
 
(1)産業廃棄物処理業者からの処分及び収集運搬実績 
 排出事業者より排出された産業廃棄物のうち、県内又は県外の中間処理又は最終処分業者

で処理された産業廃棄物について、委託者（排出事業者）を整理し、処理フローを把握した。 
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図 1.2 処分実績及び収集運搬実績データからの処理フロー作成概念図 
 
(2)排出事業者からの排出及び処理実績 
 廃棄物処理法に基づく多量排出事業者実施報告に基づく排出事業者の実績報告より排出さ

れた産業廃棄物のうち、排出事業者内で処理が完結している自己減量化量、自己再生利用量、

自己埋立処分量について、処理フローを把握した。 
 
(3)捕捉調査 
 (1)、(2)の情報から十分に把握できない、動物のふん尿等については、既存資料により補完

した。 
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第 2章 調査結果の概要 

 
2.1 平成 28 年度の産業廃棄物の排出量 

 平成 28年度の 1年間に静岡県内で排出された産業廃棄物の排出量は 9,717千トンとなって

おり、種類別にみると、汚泥が 5,318 千トン(55%)で最も多く、以下、がれき類が 2,071 千ト

ン(21%)、動物のふん尿が 803 千トン(8%)、廃プラスチック類が 334 千トン(3%)等となって

いる。 
 業種別にみると、製造業が 4,306 千トン(44%)で最も多く、以下、建設業が 2,674 千トン

(28%)、電気・ガス・水道業が 1,590 千トン(16%)、農業が 802 千トン(8%)等となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.1 産業廃棄物の種類別の排出量 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.2 産業廃棄物の業種別の排出量 
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表 2.1 産業廃棄物の種類別、業種別の排出量（平成 28 年度） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 8 -  

2.2 平成 28 年度の産業廃棄物の処理状況 

平成 28 年度における産業廃棄物の処理状況をみると、排出量 9,717 千トンのうち、91％に

当たる 8,886 千トンが中間処理量となっている。この中間処理により 5,333 千トン（55％）

が減量されている。 
再生利用量は、排出量の 43％に当たる 4,159 千トン、最終処分量は 225 千トンで、排出量

の 2％となっている。 
種類別の処理状況は、図 2.4 のとおりである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.3 平成 28 年度の産業廃棄物の処理状況 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.4 平成 28 年度の産業廃棄物の種類別の処理状況 
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平成 28 年度における産業廃棄物の処理状況を詳細にみると、図 2.5 のとおりである。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.5 平成 28 年度の産業廃棄物の排出・処理状況 
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2.3 静岡県産業廃棄物排出・処理管理システムの作成結果 

 
 平成 28 年度実績として産業廃棄物処理業者及び排出事業者から提出された産業廃棄物の

排出・処理状況に関する報告書のデータ等を基に、「静岡県産業廃棄物排出・処理管理システ

ム」に情報登録し、静岡県をとりまく産業廃棄物の物流を整理した結果は、図 2.6 のとおり

である。 
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図 2.6 「静岡県産業廃棄物排出・処理管理システム」（産業廃棄物フロー）＜事業系一般廃棄物を除く＞



 

- 12 -  

第 3章 産業廃棄物処理業者の実績 

 
平成 28 年度における県内での中間処理量は 4,713 千トンとなっており、このうち 4,323 千

トンが県内の排出事業者等から搬入され、391 千トンが県外から搬入されている。 
県内の最終処分量は 188 千トンで、このうち 157 千トンが県内の排出事業者等から搬入さ

れている。 
県外へ搬出された産業廃棄物は 601 千トンで、このうち中間処理が 568 千トン、最終処分

が 33 千トンとなっている。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※処分業者から報告されたデータを単純集計した結果であるため、事業系一般廃棄物を一部含む。 

図 3.1 産業廃棄物処理業者の処分実績の概要
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表 3.1 産業廃棄物収集運搬、処分実績報告データの単純集計 
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第 4章 産業廃棄物多量排出事業者の排出・処理実績 

 

 平成 28 年度における多量排出事業者(静岡市、浜松市を含む)からの実施報告に基づく排出

事業者からの実績報告は表 4.1、表 4.2 のとおりである。 
 
表 4.1 産業廃棄物多量排出事業者(静岡市、浜松市を含む)の排出・処理実績（種類別） 
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表 4.2 産業廃棄物多量排出事業者(静岡市、浜松市を含む)の排出・処理実績（業種別） 
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第 5 章 産業廃棄物の排出・処理状況の結果 
 
(1)排出量 
平成 28年度の 1年間に静岡県内で排出された産業廃棄物の排出量は 9,717千トンとなって

おり、種類別にみると、汚泥が 5,318 千トン(55%)で最も多く、以下、がれき類が 2,071 千ト

ン(21%)、動物のふん尿が 803 千トン(8%)、廃プラスチック類が 334 千トン(3%)等となって

いる。 
業種別にみると、製造業が 4,306 千トン(44%)で最も多く、以下、建設業が 2,674 千トン

(28%)、電気・ガス・水道業が 1,590 千トン(16%)、農業が 802 千トン(8%)等となっている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.1 産業廃棄物の種類別、業種別の排出量 

 

表 5.1 産業廃棄物の種類別、業種別の排出量 
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(2)再生利用量 
平成 28年度の 1年間に静岡県内で排出された産業廃棄物の再生利用量は 4,159千トンとな

っており、種類別にみると、がれき類が 2,023 千トン(49%)で最も多く、次いで、動物のふん

尿が 762 千トン(18%)、以下、ガラス陶磁器くずが 283 千トン(7%)等となっている。(図 5.2) 
業種別にみると、建設業が 2,494千トン(60%)で最も多く、次いで、農業が 761千トン(18%)、

以下、製造業が 631 千トン(15%)等となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5.2 産業廃棄物の種類別、業種別の再生利用量 
 

表 5.2 産業廃棄物の種類別、業種別の再生利用量 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*種類は、中間処理により変化した種類で集計したもの。 
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(3)最終処分量 
平成 28 年度の 1 年間に静岡県内で排出された産業廃棄物の最終処分量は 225 千トンとな

っており、種類別にみると、がれき類が 41 千トン(18%)で最も多く、以下、ガラス陶磁器く

ずが 40 千トン(18%)、汚泥が 38 千トン(17%)、廃プラスチック類が 32 千トン(14%)等とな

っている。 
業種別にみると、建設業が 115 千トン(51%)で最も多く、以下、製造業が 59 千トン(26%)、

サービス業が 41 千トン(18%)等となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5.3 産業廃棄物の種類別、業種別の最終処分量 

 
表 5.3 産業廃棄物の種類別、業種別の最終処分量 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*種類は、中間処理により変化した種類で集計したもの。 


